
資料２

（平成13年度交付決定額）農協への補助金等の交付の概要
（未定稿）

(２の経由分は除く)１ 事業の実施主体となる農協等に交付されている補助金等．

都 道 府 県
国 農協・連合会等（５５８億円）

（１）施設等関係補助金 ４９７億円

農業者の高品質・低コスト化等の取組の支援をするための共同利用施設の

設置 等

（注）上記金額のうち、１０９億円は、第２次補正で措置されたNTT株式売却

収入を原資に交付される無利子貸付金である。

（２）全中・全農による指導事業等 １９億円

、 、 、 、 、米の消費拡大 農協改革 担い手支援 農業体験学習 女性・高齢者対策

野菜の出荷調整業務 等

（３）その他の補助金等 ４２億円

病害虫対策、畜産糞尿対策、農業生産基盤整備 等

２．農協等を経由して農業者等に交付されている補助金等

全農 (2,748億円 農業者等）

） ）国 農協等(全農以外)(758億円 (3,506億円

○ 価格安定対策（系統経由分）

・ 米の生産調整関係 2,482億円 うち 全農 1,724億円

・ 麦作経営安定対策 845億円 うち 全農 845億円

・ 大豆生産安定対策 179億円 うち 全農 179億円

※ 協同組織課調べ


